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 １名様につき （資料・昼食、消費税含む）

セミナーのご案内 大宮会場 9月21日(木) 10：00～16：30

97年 公認会計士・税理士登録

16年 岩波公認会計士事務所開設。

元日本公認会計士協会非営利

法人委員会社会福祉法人専門

部会部会長。現在、日本公認

会計士協会「非営利法人委員

会」業務支援専門部会社会福

祉法人分科会専門委員。社会

福祉法人埼玉県社会福祉協議

会経営相談員。

主著に「社会福祉法人の会

計・税務・監査」(税務研究

会出版局、共著)ほか

日 時

申込

方法

等

申込先

社会福祉法人制度と

社会福祉法人の会計・税務

開 催 要 領

～社会福祉法人制度とその改革内容も解説～

会 場

☆ 社会福祉法人の経理担当者及び社会福祉法人の顧問をしている税理士

・公認会計士及びその事務所の職員向けの基礎講座

☆ 社会福祉法人制度に関する理解を深めたい方向け

☆ 社会福祉法人に対する専門家活用モデルについて理解したい人向け

平成28年3月に改正社会福祉法が成立し、本年4月1日より施行されています(一部は平成28年4月施行)。社会福

祉法は、昭和26年の制定以来大きな見直しが行われず、現在に至っていましたが、今回の改正で経営組織のガバ

ナンスの強化など、事業運営の透明性の向上等を目的とした抜本的な制度改革が行われました。公認会計士、税

理士にとっては、社会福祉充実計画の確認、専門家活用モデル等において今後、社会福祉法人との関わりが増加

することが見込まれています。

そこで、このセミナーでは、設立要件等を含めた社会福祉法人制度の概要、平成28年3月の厚生労働省令によ

る社会福祉法人会計基準等の特徴、社会福祉法人の法人税、消費税等について説明を行います。

また、新たな業務として期待される社会福祉充実計画の確認に際しての留意点、専門家活用モデルとして行

う業務の概要及び留意点についても解説します。

このセミナーは制度改革により大きな変革期を迎えている社会福祉法人において、制度、会計や税務等につ

いてどのような対応が求められるのかという疑問に応えるために企画されたプログラムです。これから社会福祉

法人に携わろうと考えている方にもお勧めの講座です。
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社会福祉法人制度と社会福祉法人の会計・税務

1

3

2

(1)社会福祉法人とは

(2)社会福祉事業・公益事業・収益事業

(3)資産

①資産の所有等

②資産の区分

③資産の管理

（4）組織運営

①評議員・評議員会

②理事・理事会

③監事

④会計監査人

（5）所轄庁

（6）計算

（7）所轄庁への届出

（8）情報の公開

（9）内部管理体制

(10)社会福祉充実計画

(11)社会福祉法人の設立手順

(１)社会福祉法人が適用する会計基準の変遷

①１２年基準

②２３年基準

③会計基準省令

（2）社会福祉法人が作成する計算書類等

①資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

②注記事項

③附属明細書

（3）事業区分・拠点区分・サービス区分

（4）内部取引の相殺除去

①内部取引の対象となる取引

②実務上の留意事項

③内部取引の相殺消去例

（5）社会福祉法人特有の会計処理等

①各サービス事業の概要と特有の会計処理

②退職給付引当金

③基本金

④国庫補助金等特別積立金

⑤就労支援事業における特有の会計処理

⑥市町村社会福祉協議会における特有の会計処理

（1）法人税

①社会福祉法人に対する収益事業課税の概要

②社会福祉法人が行う非課税事業

③介護保険事業に係る取扱い

④障害福祉サービス事業に係る取扱い

⑤みなし寄付金制度の概要

⑥収支計算書、損益計算書の提出制度の概要

（2）消費税

①介護保険事業に係る課税取引と非課税取引

②社会福祉事業に係る課税取引と非課税取引

③特定収入割合に係る調整計算

（3）社会福祉法人に対する寄附金税制

①社会福祉法人へ金銭等の支払を行った場合

②社会福祉法人へ土地、建物等を寄付した場合

（4）地方税等（事業税・道府県民税等・固定資産税・不動産取得税等)

(1)概要及び具体的な手続

(2)専門家活用モデルの活用による行政監査の簡素化

・効率化


